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裏面もご覧ください 

●黒埼商工会商業部会 スタンプまつりの抽選会を行いました。 

  商業部会では、８月２２日（木）黒埼商工会館においてスタンプまつりの抽

選会を行いました。スタンプまつりは、加盟店３０店舗で500円以上の買い物

やサービス利用するとスタンプ券にスタンプを1個、1,000円以上なら２個を

加盟店が押印し、２個分集まると商品券が当たる抽選に応募できる内容

で、７月２０日から８月１５日の２７日間の期間で実施いたしました。今回は

６，４１３件の応募をいただき、その抽選の結果、５千円分の商品券６本、２

千円分の商品券３０本、千円分の商品券３０本他合計７６名の方が当選さ

れました。 

 （お知らせ） 商業部会では「年末年始大売出し」（12月1日～１月15日）を予定しています。 

         商工会合併前の最後の大売出し事業となります。沢山の申込みをお待ちしております。 

●「第３８回 黒埼まつり」が開催されました。 翌朝に清掃活動も実施 

 今年の黒埼まつりは、「震災復興 心をひとつに、がんばろう黒埼」をテーマに、子どもたちが主役となるまつり

を目指し、８月２４日（土）に新潟ふるさと村で開催されました。商工会は黒埼まつりを後援し、黒埼まつり実行

委員会を支援させていただきました。 

 復興支援特別イベント「くろさき茶豆まつり」では１００円以上の募金での朝取りくろさき茶豆のつかみ取り、  

イベント広場では「黒埼伝統芸能とスポーツ文化の継承」と題して子どもたちのステージイベントが繰り広げられ

ました。夜には「花火大会」が開催され、復興祈念合同スターマインなどが打ち上げられ夜空を彩りました。 

 また翌朝は、信濃川クリーン作戦が実施され信濃川沿いの清掃を行いました。理事、青年部をはじめ多くの

会員の方からご参加いただきき、地域の美化に努めることができました。 

 花火大会のご協賛、清掃活動のご参加などご協力ありがとうございました。 

●巨大紙相撲大会『新潟ふるさと村場所』を開催しました 

 黒埼商工会青年部では、８月２５日（日）に「新潟ふるさと村ファイブワンいいね！新潟館」において黒埼地内

の４小学校（大野小・黒埼南小・山田小・立仏小）の児童による巨大紙相撲大会を開催しました。 

段ボールで児童自らが作成した高さ180センチ

×幅90センチの力士が土俵のうえで白熱した

取り組みを行いました。景品が豪華なこともあり

子供のみならず大人も一喜一憂し会場は大い

に盛り上がりました。協賛していただいた事業所

の皆様から多くの支援をいただきありがとうござ

いました。 



●無料法律相談のごあんない 

 法律関係の悩み事はありませんか？（利息の過払い請求・事業承継・従業員との労働契約に関するトラブルなど）弁

護士をお招きして法律の相談会を実施します。 

 【開催日時】 10月22日（火）10：00～12：00 ※相談時間は1組30分まで 

 【会   場】 黒埼商工会館 

 【相  談 員】 奈良橋 隆 弁護士 

 ご希望の方は事前に商工会にお申込みください。（事前予約制）  

●ＮＩＣＯ 起業チャレンジ応援事業の募集について 

 （公財）にいがた産業創造機構（ＮＩＣＯ）では 、デジタル技術を活用し、新潟県内での地域課題や社会課題の解決

に資する事業に関する起業の促進を目的として、新規創業に必要な経費の一部を助成する「起業チャレンジ応援事

業」の応募を受け付けています。 

 【募集期間】令和６年８月２１日（水）～９月２０日（金）１７時００分（申請書必着） 

 ※詳しい募集案内、申請書類はＮＩＣＯのホームページ（https：//www.nico.or.jp) からダウンロードできます。 

  ご相談はＮＩＣＯ又は商工会へお願いします。 

また、申請する事業内容が助成対象事業であるか、応募前に必ずＮＩＣＯへ問い合わせください。問合せがなかっ

た場合、申請をすることができませんので、ご注意願います。 

●「小規模事業者持続化補助金」災害支援枠（5次申請）のご案内 

 令和６年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者の事業再建の取組に要する経費の一部を補助する制度

です。申請に必要な経営計画策定から実施まで、商工会が支援しながら行います。ご希望の方は商工会までお問い

合わせください。  

 １ 対象者      

   被災区域(石川県、富山県、新潟県、福井県)に所在する商工会地域の小規模事業者等で、 

   令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること。 

 ２ 補助上限額  100～200万円 (※補助率は2/3) 

    ・[自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者]200万円  

    ・[令和6年能登半島地震に起因して、間接的（売上減少）な被害があった事業者]100万円 

 ３ ５次申請受付・締切（商工会にお問合せください）  

   ・経営計画策定、申請書の作成等がありますので、締切約２週間前までに商工会へお申し込みください。 

   ・応募後、審査により補助先が決定します。 

 ４  申請書類等  申請書類は新潟県商工会連合会のホームページからダウンロードできます。  

             ※詳細については、上記のＱＲコードよりご確認ください。 


